
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

五

七

号

台
湾
第
四
原
発
向
け
原
子
力
発
電
設
備
輸
出
許
可
申
請
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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台
湾
第
四
原
発
向
け
原
子
力
発
電
設
備
輸
出
許
可
申
請
に
関
す
る
質
問
主
意
書

台
湾
第
四
原
発
向
け
に
、
日
立
製
作
所
、
東
芝
が
原
子
力
発
電
設
備
輸
出
の
許
可
申
請
を
日
本
政
府
に
提
出
し
た
。
し
か

し
、
輸
入
側
の
台
湾
で
、
行
政
院
長
が
十
月
二
十
七
日
、
同
第
四
原
子
力
発
電
所
建
設
中
止
を
決
定
し
た
。

台
湾
の
行
政
院
長
は
第
四
原
発
建
設
中
止
を
決
定
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
同
原
発
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
同
じ
型
式
の
柏
崎
・
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
過
去
の
運
転
実
績
と
事
故
を
詳
細
に
分
析
し
た
上
で
の
結
論
で
あ
る
。
そ

れ
は
与
党
・
民
主
進
歩
党
が
作
成
し
た
第
四
原
発
の
建
設
中
止
に
関
す
る
問
答
集
に
も
一
部
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
行
政
院
の
第
四
原
発
の
建
設
中
止
決
定
は
発
電
所
建
設
の
是
非
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
与
党
、
野
党
間
の
政
治
的

対
立
を
誘
発
さ
せ
た
根
本
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
外
国
為
替
・
貿
易
法
は
『
第
四
八
条

国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
特
定
の
地
域
を
任
向
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
定
め
て
い
る
。

台
湾
の
行
政
院
が
建
設
中
止
を
決
定
し
た
第
四
原
発
設
備
を
、
輸
出
国
で
あ
る
日
本
政
府
が
輸
出
を
許
可
す
る
こ
と
は
、
構

え
て
台
湾
の
行
政
院
と
対
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
併
せ
て
行
政
院
が
建
設
中
止
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
同
原
発
の
危
険
性
を
否

一



認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
貿
易
は
友
邦
に
対
す
る
善
隣
友
好
と
平
和
と
安
全
が
原
則
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
が
原
発
輸
出
を
許
可
す
れ

ば
、
そ
れ
は
国
際
間
の
紛
争
を
あ
え
て
誘
発
す
る
こ
と
を
い
と
わ
な
い
日
本
政
府
の
敵
対
的
行
為
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
。

万
が
一
に
も
日
本
政
府
が
こ
の
輸
出
申
請
を
許
可
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
国
際
的
な
平
和
と
安
全
の
維
持
を
妨
げ
る
行
為
と

し
て
、
台
湾
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
事
態
へ
と
導
く
こ
と
は
、
法
律
が
定
め
る
日
本
の
国
際
的
な
平
和
と
安
全
を
妨
げ
る
行
為
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
本
事
案
は
外
国
為
替
・
貿
易
法
第
四
八
条
に
抵
触
す
る
と
い
う
疑
義
が
あ
り
、
台
湾
に
対
す
る
原
子
力

発
電
設
備
の
輸
出
申
請
を
日
本
政
府
は
許
可
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

こ
の
事
案
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


